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契約管理課⻑ 

契約管理課担当課⻑ 
 

熱中症対策に資する現場管理費の補正について（試行） 
 
 国土交通省直轄事業において熱中症予防に向けて取り組むことのお知らせがあり、兵庫県県土
整備部から新型コロナウイルス対策が必要な当面の間における熱中症予防についての参考送付が
ありましたので、⻄宮市においても下記のとおり現場管理費の補正を試行することとします。 
 

記 
 
１．用語の定義 
（１）真夏日 

日最高気温が３０℃以上または暑さ指数（ＷＢＧＴ）が２５℃以上の日をいう。 
ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０℃以上の場合とする。 

（２）工期 
工事の始期から工事の終期（受発注者間の協議により定めた日）までの期間で、準備期間、

施工に必要な実日数、不稼働日、後片付け期間の合計をいう。 
なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一

時中止している期間は含まない。 
（３）真夏日率 

以下の式により算出された率をいう。 
真夏日率 ＝ 工期中の真夏日 ÷ 工期  小数第 2 位止め（3 位四捨五入） 

 
２．対象工事等 

主たる工種が屋外作業である⻄宮市所管の土木工事（単価契約を除く。）並びに機械設備工事
（建築設備工事を除く。）を対象とする。 

 
３．積算方法等 

受注者より提出された計測結果資料(参考参照)をもとに、真夏日率を現場管理費率に加算す
る。なお、補正は変更契約において行う。 

（１）補正方法 
補正値（％） ＝ 真夏日率 × １．２  小数第 2 位止め（3 位四捨五入） 

 



（２）現場管理費 
対象純工事費 ×（（現場管理費率 × 補正係数※）＋ 補正値） 
※補正係数：地域補正等 
なお、「緊急工事の場合」と重複する場合においても最高２％とする。 
（緊急工事とは、昼夜間連続作業が前提となる工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担

法施行令による応急工事とする。） 
 
４．気温の計測方法等 
（１）計測方法 

工事着手前に受注者より提出される施工計画書に、熱中症対策の内容並びに工事期間中にお
ける気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載する。 

使用する観測所は神⼾地方気象台（神⼾市中央区脇浜海岸通）とし、気象庁の気温または環
境省が公表している暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用いることを標準とする。 

なお、ＷＢＧＴを用いる場合は、ＷＢＧＴが２５℃以上となる日を真夏日と見なす。 
（２）計測結果の報告 

受注者は、施工計画書に基づき、計測結果の資料を提出する。（「真夏日算定表」参照） 
 
５．既契約工事における変更 
（１）気温の計測期間 

本通達日以降に受発注者協議により「基準日」を定め、当該基準日から工期の終期までの期
間のうち、真夏日にあたる日数を計測する。 

なお、計測方法等については、「４．気温の計測方法等」による。 
（２）積算方法等 

既契約工事における真夏日率の算出方法は、以下の式による。 
真夏日率 ＝ 基準日から工期の終期までの真夏日 ÷ 工期 
その他の積算方法は、「３．積算方法等」による。 

 
６．施工箇所点在型への適用 

施工箇所点在型工事については、点在する箇所の全体工期中の真夏日日数により補正を行う。 
 
７．週休 2 日制の経費補正を行う場合の適用 

週休 2 日制の補正と同時に熱中症対策に資する現場管理費率の補正を行う場合は、熱中症対
策による補正値加算後に週休 2 日制の補正係数を乗じる。 

現場管理費 ＝ 対象純工事費 ×｛（（現場管理費率×補正係数）＋ 熱中症補正値）× 週休 2
日制の補正係数｝ 

 
８．対象工事である旨等の明示 

熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現
場管理費の補正を行う対象工事である旨等を特記仕様書等に明示する。 



 
９．適用 

令和 2 年 8 月１日以降に入札公告する工事とし、受注者が現場管理費の補正を希望した場合
に適用する。 

なお、8 月 1 日より前に公告した工事についても、受注者が現場管理費の補正を希望した場
合に、本通達日以降に受発注者協議し、次回変更契約時点において特記仕様書へ追記を行うこ
とで適用できる。 

 
  



■特記仕様書 
 
【当初から適用する場合】 
第○条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事 
（１）本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象工事である。 
（２）受注者は、現場管理費の補正を希望する場合は、施工計画書に本試行工事の工事期間中に

おける真夏日の計測方法及び観測箇所を明示すること。 
（３）真夏日とは日最高気温が３０℃以上の日をいう。 

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０℃以上の場合とする。 
なお、WBGT を用いて真夏日を計測する場合は、WBGT が２５℃以上となる日数を真夏

日とみなす。 
（４）工期とは、工事の始期から工事の終期（受発注者間の協議により定めた日）までの日数を

いう。ただし、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事
全体を一時中止している期間は含まない。 

（５）対象期間内の真夏日率の算出の考え方は、次のとおりとする。 
真夏日率 ＝ 工期中の真夏日 ÷ 工期 

（６）受注者より提出される計測結果資料により真夏日率を確認後、現場管理費率を補正し、請
負契約書第２５条の規定に基づき請負代金額を変更する。 

 
【既契約工事に適用する場合】 
第○条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事 
（１）本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事である。 
（２）監督職員と協議のうえ基準日を定め、基準日から工事の終期（受発注者間の協議により定

めた日）までの期間にて真夏日にあたる日数を計測すること。 
（３）受注者は、施工計画書を提出する際に、本試行工事の工事期間中における真夏日の計測方

法及び観測箇所、基準日を明示すること。 
（４）真夏日とは日最高気温が３０℃以上の日をいう。 

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０℃以上の場合とする。 
なお、WBGT を用いて真夏日を計測する場合は、WBGT が２５℃以上となる日数を真夏

日とみなす。 
（５）工期とは、工事の始期から工事の終期（受発注者間の協議により定めた日）までの日数を

いう。ただし、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事
全体を一時中止している期間は含まない。 

（６）対象期間内の真夏日率の算出の考え方は、次のとおりとする。 
真夏日率 ＝ 基準日から工事の終期（受発注者間の協議により定めた日）（受発注者間の協

議により定めた日）までの真夏日 ÷ 工期 
（７）受注者より提出される計測結果資料により真夏日日数を確認後、現場管理費率を補正し、

請負契約書第２５条の規定に基づき請負代金額を変更する。 


